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在宅/訪問診療における診療報酬改定ポイント

1. 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院が、24時間対応ができない外来型診療所
をバックアップして、在宅の担い手を幅広く

2. 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に、“地域支援事業等※への参加”、
“人生の最終段階における適切な意思決定支援（ACP)の指針作成”を追加

3. 機能強化型在宅療養支援病院の要件がバックベッド確保でもOK

4. 外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が、患家において共同して必要な指導を
行った場合について、新たな評価

5. 継続診療加算の名称及び評価の在り方の見直し

6. 小児に対する訪問診療強化として、在宅がん医療総合診療料と緊急往診加算の要件
見直し

7. 歯科医療機関連携加算１について、医療機関が歯科訪問診療の必要性を認めて歯科
医療機関へ情報提供を行った場合に係る要件の見直し
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」



【Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 ① 】

①在支診及び在支病による地域連携の推進

5

第１基本的な考え方

質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等に係る関係者と連携することが望まし
い旨を機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に明記する。

第２具体的な内容

機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、市町村が実施する在宅医療・介護連携
推進事業等において在宅療養支援診療所以外の診療所等と連携することや、地域において24時間体制での
在宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい旨を施設基準に明記する。

［施設基準］

(1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往
診できる体制等を確保していること。

ア～ク （略）

ケ 年に１回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添２の様式11の３を用いて、地方厚生
（支）局長に報告していること。

コ～シ （略）

ス 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所以外の診療所及び介護
保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護
保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席していることが望ましいこと。

セ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していることが望ましいこと。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料



【Ⅰ－６質の高い在宅医療・訪問看護の確保 －② 】

②在支診及び在支病における適切な意思決定支援の推進
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第１基本的な考え方

人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する観点から、当該支援に係る指針の作成を在宅療養
支援診療所及び在宅療養支援病院の要件に追加する。

第２具体的な内容

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成している
ことを要件とする。

［施設基準］

ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料



【Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 ③ 】

③在宅療養支援病院の実績に係る要件の見直し
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第１基本的な考え方

在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療養支援病院の要件を見直す。

第２具体的な内容

機能強化型の在宅療養支援病院について、緊急の往診の実績に代えて、後方ベッドの確保及び緊急の入院
患者の受入実績又は地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料１若しくは３の届出により要件を満たすこ
ととする。

［施設基準］

１ 在宅療養支援病院の施設基準

シ 以下のいずれかの要件を満たすこと。

① 当該病院において、過去１年間の緊急の往診の実績を10件以上有すること。

なお、緊急の往診とは、区分番号「Ｃ０００」の注１に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に行う
往診のことをいう。

② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び在宅療養
支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去１年間で31件以上あること。

③ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料１又は３を届け出ていること。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」



【５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価 ⑥ 】

⑥継続診療加算の見直し

9

第１基本的な考え方

24時間の往診及び連絡体制の構築が要件である継続診療加算について、在宅療養支援診療所以外の診療
所による在宅医療への参画を更に推進する観点から、継続診療加算の名称及び 評価の在り方 を見直す。

第２具体的な内容

継続診療加算について、地域の医師会又は市 町村が構築する当番医制等に加入し、 市町村・医師会 と連
携して、必要な在宅医療体制 を 確保 した場合の評価を新設す るとともに、 名称を在宅療養移行加算に
変更する。

イ 在宅療養移行加算１ 216点 （24時間往診＋連絡体制の場合）

ロ 在宅療養移行加算２ 116点 （往診＋24時間連絡体制の場合）

［算定要件］

ア 在宅療養移行加算１については、以下の全ての要件を満たして訪問診療を実施した場合に算定する。
なお、在宅療養移行加算１を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すればよく、
地域医師会等の協力により(ｲ)又は(ﾛ)に規定する体制を確保することでも差し支えない。

(ｲ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24時間の往診体制及び24時間の連絡体
制を有していること。

(ﾛ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関又は連携する訪問看護ス
テーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。

(ﾊ) 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番
号等、緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等について、患者又は患者の家族に文書により提供し、
説明していること。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」



【Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 ⑥ 】

⑥在宅がん医療総合診療料 の見直し

11

第１基本的な考え方

在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、在宅がん医療総合診療料について、
小児に対するがん診療に係る評価を見直す。

第２具体的な内容

在宅がん医療総合診療料について、小児に係る加算を新設する。

［算定要件］

15歳未満の小児（児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、
20歳未満の者）に対して総合的な医療を提供した場合には、小児加算として、週に１回に限り、1,000点
を所定点数に加算する。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料



【Ⅰ－６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 ⑦ 】

⑦緊急往診加算の見直し
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第１基本的な考え方

小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から、緊急往診加算について 要件を見直す。

第２具体的な内容

小児は、緊急の往診を要する病態（けいれん・呼吸不全等）が成人と異なることを踏まえ、小児患者に対
して、当該病態が予想される場合に往診を行った場合について、緊急往診加算を算定可能とする。

［算定要件］

(4) 「注１」における緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速
やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管
障害、急性腹症等が予想される場合（15歳未満の小児（児童福祉法第６条の２第３項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者）については、これに加えて、低体温、けいれん、
意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合）をいう。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料



【６ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 －㉑ 】

㉑在宅医療における医科歯科連携の推進

13

第１基本的な考え方

在宅医療における医科歯科連携を推進する観点から、歯科医療機関連携加算１について、 医療機関が歯科
訪問診療の必要性を認 めて歯科医療機関へ情報提供を行った場合 に係る要件を見直す 。

第２具体的な内容

診療情報提供料（Ⅰ）における歯科医療機関連携加算１について、 情報提供を行う医師の所属及び患者の
状態に係る要件を廃止し、「 医師が歯科訪問診療の必要性を認めた患者 」を対象とする

[算定要件]

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料



【Ⅰ－６質の高い在宅医療・訪問看護の確保 －㉔ 】

㉔ICT を活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設

14

第１基本的な考え方

医師がICT を活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が当該医師の補助を行うこと
について、新たな評価を行う 。

第２具体的な内容

医師が行う死亡診断 等について、ICT を活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補助した
場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に 遠隔死亡診断補助加算を新設する 。

遠隔死亡診断補助加算（訪問看護ターミナルケア療養費） 1,500円

［算定要件］

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号Ｃ０
０１の注８に規定する死亡診断加算を算定する利用者について、その主治医の指示に基づき、情報通信機
器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算
する。

［施設基準］

七 訪問看護ターミナルケア療養費の注４に規定する基準

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」



【Ⅰ－７地域包括ケアシステムの推進のための取組－① 】

①医療的ケア児に対する支援に係る主治医 及び学校医等の連携強化

16

第１基本的な考え方

医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよう、主治医と学校医等の連携を推進
する観点から、診療情報提供料（Ⅰ）について情報提供先を見直す。

第２具体的な内容

診療情報提供料（Ⅰ）の 注７における情報提供先に保育所等を追加する。

出典：中央社会保険医療協議会 総会（第516回）資料
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要（３月４日版）」


